
※「引越証明書」ならびに「免税書類」に記載される氏名の注意事項
　●パスポートに表記されているローマ字名であること
　●返金は銀行振り込みとなる店舗が多く、銀行の口座名義人と姓・名ともに同一であること。
例）奥様が買い物される場合、
　Mr. et Mme. Taro YAMADA で書類を作成されてしまうと、免税を断られる店舗が多数あります。
　免税書類には、Mr. Taro YAMADA et Mme. Hanako YAMADA という両名の姓・名が記載されている必要があります。


